
(１）利用料金

　　法定代理受領により当事業所の居宅介護支援に対し介護保険給付が支払われる場合、

　　利用者の自己負担はございません。

　　介護保険適用の場合でも保険料の滞納により、法定代理受領ができなくなる場合があります。その場合は、

　　一旦サービスの利用料金を頂きサービス提供証明書を発行致します。

　　サービス提供証明書を後日市町村の窓口に提供しますと、保険給付金相当分の払い戻しを受けることができます。

①基本料金（～４５件未満）　居宅介護支援（ケアプラン作成料）　　　　（６等地10.42円　）

②加算料金 ※端数処理によって若干金額の差異が生じます。

○施設の苦情窓口

○行政機関その他の苦情相談窓口

50/対応時4,689円 450/対応時

退院退所加算Ⅲ 9,378円 900/対応時
緊急時等居宅ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算 2,084円 200/対応時

退院時情報連携加算 521円

　東京都国民健康保険団体連合会   電話　　０３－６２３８－0011（代表）

令和6年6月1日

3,365円 323/対応時特定事業所加算Ⅲ

入院時情報連携加算Ⅱ 2,084円 200/対応時
退院退所加算Ⅰ1

　所沢市役所　介護保険課   電話　　０４－２９９８－１１１１（代表）

　瑞穂町役場　高齢課   電話　　０４２－５５７－０５０１（代表）

　埼玉県国民健康保険団体連合会   電話　　０４８－８２４－２５６８（専用）

第 三 者 委 員 奥野　由恵   電話　　０４－２９５２－７０６７

  入間市役所　高齢者福祉課   電話　　０４－２９６４－１１１１(代表）

　狭山市役所　介護保険課   電話　　０４－２９５３－１１１１（代表）　

当施設の苦情受付担当者 主任介護支援専門員　佐藤可奈   電話　　０４－２９３４－６８００

第 三 者 委 員 半貫　文男   電話　　０４－２９５２－２７０５

退院退所加算Ⅰ2 6,252円 600/対応時

入院時情報連携加算Ⅰ 2,605円 250/対応時

退院退所加算Ⅰ2 7,815円 750/対応時

422/月

初期加算 3,126円 300/初回のみ 退院退所加算Ⅰ1 6,252円 600/対応時

要介護３・４・５ 14,702円 1，411/月 7,335円 704/月 4,397円

単位数
要介護１・２ 11,316円 1，086/月 5,668円 544/月 3,396円 326/月

介護度 利用料金（月） 単位数 利用料金（月） 単位数 利用料金（月）

通常のサービス範囲 　入間市　・　狭山市　・　所沢市　・　瑞穂町

※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。

～4５件未満 45件以上60件未満 60件以上

運営の理念

社会環境は、少子高齢化・経済の低迷を背景にサービス評価基準・介護保険
制度改正・医療費問題改正など激動の時代に突入しています。
　事業所の介護支援専門員は、要介護状態又は要支援状態にある方等の心
身の特性を踏まえ、その能力に応じた日常生活を営むことができるよう援助を
行うと共に、その家族に対しても適切な援助を行う。

主な提供サービス 　居宅サービス計画の作成・サービス提供事業者との連絡調整等

主な職員配置 　介護支援専門員３名

電話番号   ０４－２９５５－２３００ 電話番号 　０４‐２９３４‐６８８0

定　　　　　員 　　介護支援専門員　一人に対して３５件まで

代  表  者   理事長　　柳本　典子 管　理　者 　主任介護支援専門員　佐藤　可奈

所  在  地   狭山市柏原１１８５－６ 所　在　地 　入間市宮寺２４６７番地

社会福祉法人靖和会　居宅介護支援事業所入間つつじの園

重　要　事　項　説　明　書　（　概　要　）
運営法人   社会福祉法人靖和会 施　設　名   居宅介護支援事業所入間つつじの園


